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☆検索サイトで「福岡市消費生活かわら版」を検索すれば、バックナンバーが印刷できます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コピーして、回覧・配付などにお使いください。 

無料のはずが…占いサイトで高額請求！ 
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＜アドバイス＞ 
（１）気軽に氏名や生年月日，メールアドレスなどの個人情報を入力しない 

 
事 例 １ 

１０分間無料の電話占いサイト 

に登録し，占い師に名前と  

生年月日を伝え占ってもらった。１０分

を過ぎようとしていたため，電話を  

切ろうと思ったが，占い師が占いを続け

たため電話を切ることが出来なかった。

その後，サイトから１万円以上の高額 

料金を請求された。 

占いサイトの体験ページがあり 

登録したところ，「あなたを  

宝くじの高額当選に導く」などと言われ， 

鑑定占いを依頼した。２日間は無料だった

が，その後のやりとりは有料となった。不審

に思ったが言葉巧みに説得され，最終的に 

５０万円を支払ったが宝くじが当たること

はなかった。 

 
事 例 ２ 

悪 質 な 占 い サ イ ト で よ く あ る 手 口 

初めは無料だが，「もう少しで幸せに

なれる」など言われ，ポイント購入が

必要な有料のやり取りに誘導される 

「占い」や「鑑定」などと称して，祈り

の言葉や数字，記号など無意味な 

やり取りを続けさせられる 

やめようとしても

「不幸になる」など

と言って，引き止め

られる 

「あなたは選ばれし者だ」

などと自分だけに向けら

れた言葉と思わせるメッ

セージが届く 

氏名などの個人情報

を登録すると迷惑  

メールが届くように

なる 

Σ 
８ 

（２）占い師や鑑定士を名乗る者からメッセージが届いても安易に返信しない 

（３）占い師や鑑定士の言葉をうのみにしてやり取りを継続しない 


